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日時：2020年 5月 27日（水）【通算 453回】 場所：在宅例会 

 

構成員数 2020年 5月 27日 現在 35名 出席者数 17名 

 

議事内容/結果 

ゲストビジター紹介 

澤田公認会計士事務所 所長 公認会計士 税理士 澤田 尚史（サワダ タカシ）様 

当地区規定審議委員会 粕谷 啓之（カスヤ ヒロユキ）様 

当クラブ元会員で米山学友 ヌイ様 

米山学友 韓瑜（カンユ）様 

米山学友 サリエフ ボテイル様 

米山奨学生 張 準好（ジャン ジュンホ）様 

拡大補佐 吉井 栄 (ヨシイ サカエ)様 

拡大補佐 中野 陽一 (ナカノ ヨウイチ)様 

会長報告 

近況報告 

理事会事項報告 

ガバナー賞申請書提出 

幹事報告 

被災地小学校への体育器具寄贈について 

地区活動について 

バーチャル国際大会と台湾国際大会について 

委員会報告 

・財団寄付金について 地区目標２万円／人 

会員報告 林芳実行委員長 

医療物品支援プロジェクト報告 

今月誕生日会員一言 

勝田会員 ガネーシュ会員 川妻会員 坂川会員 

ニコニコ報告 

澤田先生、卓話ありがとうございます！（朴） 

卓話： 澤田 尚史 様 

テーマ：持続化給付金について 

持続化給付金とは？ 

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を 下支えし、再起の糧とし

ていただくため、 事業全般に広く使える給付金を支給します。 

給付金：中小法人等は 200万円、個人事業者等は 100万円 

給付対象の主な要件： 
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１．新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で 50％以上減少している事

業者。 

２．2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業

者。 

３．法人の場合は、 ①資本金の額又は出資の総額が 10億円未満、又は、 ②上記の定めがない場

合、常時使用する従業員の数が 2000人以下 である事業者。 

 

入力項目：基本情報口座情報 

申請に必要な書類 

①2019年（法人は前事業年度）確定申告書類の控え 

②売上減少となった月の売上台帳の写し ③通帳写し 

④（個人事業者のみなさま）身分証明書写し 

 

持続化給付金の申請方法：持続化給付金の申請手順 

①持続化給付金ホームページへアクセス 

②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力 

③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、 

④ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成されます 

⑤必要書類を添付 

申請 

持続化給付金事務局で、申請内容を確認 

通常２週間程度で、給付通知書を発送／ご登録の口座に入金 

 
 

     令和 2年 5月 27日  会報担当者 朴 貞子   

次回 日時/場所 

日時 令和 2年 6月 10日 場所 在宅例会 

 


